
補助額 対象経費の1/2（上限10万円） 原則、対象経費の全額
※要望が国予算を超える場合、申請者負担あり

令和８年度【市】侵入防止柵強化等支援事業のご案内

【市】の支援事業（本事業） （参考）【国】の助成事業

補助対象 主に補修・強化（新規設置も可） 新規設置

申請条件

個人の農家で可 集落の３戸以上で設置を希望する農家

耐用年数以内も可能 　耐用年数以内は不可（同圃場の場合）
＜参考＞耐用年数
ワイヤーメッシュ柵14年、電気柵８年

（裏面あり）

申請時期
随　　時

※ＪＡを通じて申請の場合、６～９月末まで
４～６月上旬に翌々年度設置分を申請
※令和８年度納品分は申請受付終了

納品時期 交付決定後、随時 申請からおおむね１年半後

野生鳥獣による農業被害の防止を図るため、侵入防止柵の

設置・補修・補強等に必要な経費を助成します。

福岡市内でイノシシ等の有害鳥獣による被害があっている農地等

≪対象外≫
・令和8年度中に既に本事業の申請を行っているもの

・家庭菜園や家屋等、農業被害対策以外を目的としたもの

侵入防止柵（ワイヤーメッシュ柵・電気柵等）の補修・強化・設置等に関する費用の一部
（消費税は対象外）

対象経費の1/2に相当する額（1人あたり10万円を上限に助成）

侵入防止柵の新規設置については、本事業の

他に、【国の助成事業】での申請も可能です。

下記を参考にご検討ください。

助成対象

助成対象経費

助成金額
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既設の侵入防止柵の

【補修・強化】をしたい

できるだけ早く新規柵を

設置したい

（1/2助成）

【国】助成事業の申請手続き

5月頃にJAを通じ、

令和９年度設置分の申請手続

きを案内します。

【市の支援事業】の申請手続き

自分で自由に資材を選びたい

①ＪＡを通じて申請
＜メリット＞

・JAが合見積もり等の手続きをお手伝いします。

・国の助成事業と同等の規格のもの（ワイヤー

メッシュ柵であれば十分な強度のあるもの）を

納品します。

＜注意点＞

・10月以降は申請手続き不可

・注文できる商品は固定

（ワイヤーメッシュ柵・電気柵のみ）

９月末までにJA各支店に申請してください。

はい
いいえ

②市に直接申請
＜メリット＞

・自分で自由に注文する商品を選べます。

・10月以降も注文可。随時受付けています。

＜注意点＞

・ご自身で２社以上の見積もりを取ることが必要

・ご自身で発注等の手続きが必要

はい

詳細は、下記担当までお問い合わせください。

担当：福岡市鳥獣被害対策協議会事務局 静岡

（福岡市農林水産局農業振興・イノシシ等対策担当）

電話：092-711-4852、FAX：092-733-5583

e-mail：n-shinko-inoshishi.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

令和8年9月までに申請を行う

【福岡市】申請手続き後、書類内容等を確認の上、交付決定

交付決定後、ご自身またはＪＡにより発注・納品

【福岡市】申請者口座に助成額（対象経費の1/2）を支払う

侵入防止柵を設置後、完了報告書提出

申請方法

できるだけ経費をかけずに

新規柵を設置したい

（R9年12月以降納品）

いいえ

担当


